
ココカラクラブカード特約 

 

 

第１条 （本特約） 

１．本特約は、ココカラクラブカード（以下「本カード」といいます。）の申込み及び利用に対して

適用されます。本カードの利用者は、「セゾンプリペイドカード規約」及び「ココカラクラブ

カード規約」（以下あわせて「両規約」といいます。）に加えて本特約の内容及び適用について

承認のうえ、本カードの申込み及び利用をするものとします。 

２．本特約が両規約の規定と相違する場合には本特約が優先します。 

３．本特約で定めのない限り、本特約上の語句は、両規約の定義によるものとします。 

 

第２条 （本カード） 

１．本カードは、株式会社ココカラファイン（以下「ＣＦ」といいます。）が発行するポイントカー

ド機能（以下「ポイントカード」といいます。）、及び株式会社クレディセゾン（以下「セゾン」

といい、「ＣＦ」と「セゾン」を併せて「両社」といいます。）が発行するセゾンプリペイドカ

ード機能（以下「プリペイドカード」といいます。）との一体型カードです。 

２．本カードは、両社が本カードのご利用を承諾した方に対して発行されます。契約は、両社が承

諾した日に成立するものとします。 

３．本カードの所有権は、両社に帰属するものとします。 

 

第３条 （本カードの申込み） 

利用者は、ＣＦ及び同社のグループ会社が運営する店舗（以下「店舗」といいます。）内で申

込書に記載する方法により本カードの申込み（プリペイドカードの有効期間満了に伴う新カー

ド発行の申込みも含みます。）ができます。未成年の方は、親権者の同意を得たとみなした上でお

申し込みを受け付けるものとします。 

 

第４条 （プリペイドカードの利用登録） 

利用者は、店舗内のレジ又は両社所定の窓口で手続きすることにより、プリペイドカード（た

だし、セゾンが発行する、本カードとは別種類のプリペイドカードは除きます。以下同じ。）

の利用登録を行うことができます。 

 

第５条 （プリペイドカードのチャージ） 

１．利用者は、店舗内のレジでの申し出等両社所定の方法によりプリペイドカードへのチャージが

できます。 

２．利用者は、本カードの申込み時又は申込み後にセゾン所定の個人情報を登録した場合に限り、

プリペイドカードに繰り返しチャージができるものとします。 

 

第６条 （プリペイドカードの未使用残高確認） 

利用者は、ポイントカード会員向けウェブサイト上又は店舗での確認等両社所定の方法により、

プリペイドカードの未使用残高を確認することができます。 

 

第７条 （プリペイドカード及び未使用残高の有効期間） 

１．プリペイドカードの有効期間は、本カードの発行日から本カード券面に印字された期日（以下

「券面印字日」といいます）までとします。ただし、利用者は、プリペイドカードの未使用残

高を、券面印字日から２年が経過するまでの間に新カードに残高移行をすることができます。 

２．利用者は、券面印字日以降もポイントカードの利用ができます。なお、ココカラポイントの有



効期限は、別途ココカラクラブカード規約の定めによるものとします。 

 

第８条 （新カードの発行及び残高移行） 

１．利用者は、店舗内の所定の窓口で、紛失、破損、プリペイドカードの有効期間満了その他の両

規約により定められた事由に該当する場合に新カード発行の手続きをすることができます。 

２．新カードを発行する場合、旧カード券面に印字されたポイントカード及びプリペイドカードの

番号は変更されます。 

３．新カード発行に際し、旧カードにポイントカード又はプリペイドカードの未使用残高が存在す

る場合の取扱いは、両規約の定めによります。 

 

第９条 （利用資格喪失時の特約） 

１．利用者がプリペイドカード又はポイントカードの資格を喪失した場合当然に他の機能の利用資

格も喪失するものとし、利用者は、本カードの利用ができなくなります。 

２．プリペイドカードの有効期間満了による利用資格喪失の場合には、利用者は、前項の定めにか

かわらず引き続きポイントカードを利用できます。 

３．プリペイドカード又はポイントカードそれぞれの利用資格喪失による効果等については、両規

約の定めによるものとします。 

 

第１０条 （日本国外でのカード決済） 

１． 本カードは、当社が別途認める場合を除き、日本国外においてカード利用を行うことはできま

せん。 

２． 海外非対面の利用店でのカード決済等、一部当社が認める場合であって、カード決済時の商品

等購入代金が外国通貨建ての場合、セゾンプリペイドカード規約第 6 条第 6 項 1号が適用され

ます。 

 

第１１条 （特約の変更） 

セゾンプリペイドカード規約第 26条（本規約の変更等）の規定は、本特約の変更について準用しま

す。この場合において、セゾンプリペイドカード規約第 26条（本規約の変更等）中「本規約」とあ

るのは、「本特約」と読み替えるものとします。 

 

＜問合せ＞ 

（１）プリペイドカードに関するご質問、お問合せ又はその他ご意見に関して以下の連絡先で承り

ます。 

   株式会社 クレディセゾン 

   ココカラクラブカードデスク 

   電話 ： 03-5996-1146 ／ 06-6261-3835（受付時間：9時～17時、年末年始を除く） 

 

（２）ポイントカードに関するご質問、お問合せ又はその他ご意見に関して以下の連絡先で承りま

す。 

株式会社ココカラファイン 

ココカラファイングループお客様相談センター 

   フリーダイヤル ： 0120‐933‐191 （受付時間：9時～18時、年末年始を除く） 


